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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
貯蔵空間を備えた受容部を有する本体と、
排出孔を備え、下方に延長部を有し、前記本体の受容部に設けられた口部に組み立てられ
る作動部と、
前記延長部の下部に備えられ、前記受容部の下部に形成された下部開閉孔を塞ぐ下部密閉
部とを含む、容器の首に設けられる受容装置であって、
前記作動部が口部と排出孔を密閉する初期位置から上向にされるときには、下部開閉孔が
開いて、貯蔵空間内の物質を容器に落下させて容器に受容された他の物質と混合されて混
合物が排出孔から排出され、
前記延長部に形成された穿孔部の上部には上部密閉部が形成され、前記上部密閉部は本体
の口部に形成された上部開閉孔を密閉し、その上部開閉孔が開放されて容器から異種物質
の混合物が排出されることを特徴とする受容装置。
【請求項２】
前記延長部の前記上部密閉部の下部に穿孔部が形成されて、前記穿孔部を通じて異種物質
を前記貯蔵空間に入れた後、前記穿孔部を別途の栓として気密処理したことを特徴とする
請求項１記載の受容装置。
【請求項３】
前記下部密閉部は別の部材に形成されて前記延長部に組み立てられることを特徴とする請
求項１記載の受容装置。
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【請求項４】
前記下部密閉部は薄板形のシール部材で形成されることを特徴とする請求項１記載の受容
装置。
【請求項５】
前記本体の口部に結合された前記作動部は垂直に昇降されて、前記下部開閉孔を開閉する
ことを特徴とする請求項１記載の受容装置。
【請求項６】
前記本体の口部に結合された前記作動部は垂直に昇降されて、上部に長く延長された密閉
部材により前記下部開閉孔を開閉することを特徴とする請求項１記載の受容装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は容器を密閉する受容装置に関する。さらに詳しくは、例えば容器に受容された
水または一般飲み物のような物質（成分）と、例えば濃縮液または顆粒のような異なる異
種物質を含む、作動部非分離形の貯蔵空間を備える受容装置に関するものである。このよ
うな受容装置は、医療、製薬、化粧品等の多様な産業分野に用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、容器内部の液体と、添加剤としての顆粒または濃縮液、または二酸化炭素、ビ
タミン粉末等のような異種物質を混合させるためには、容器には異種物質を貯蔵するため
の別途の空間が必要である。
【０００３】
　米国特許第６９６２２５４号明細書、米国特許第６２３０８８４号明細書、米国特許第
６８５４５９５号明細書には、容器に基本物質と異種物質を混合する構造を備えた容器が
開示されている。
【０００４】
　しかしながら、上記特許に開示された容器は、生産ラインの非効率性、使用の便利性な
どの問題点が有って大衆化されることができない。
【０００５】
　最近、国際特許出願第ＰＣＴ／ＥＰ２００２／００４５２３号（２００２年０１月１７
日付出願）、そして日本国特許出願第２００１－００１８５４２８号（２００１年０６月
１９日付出願）は、他の構造を提示したが、商業的に成功しなかった。特に、日本特許出
願に開示された構造は、開放部を形成する部位が容器内部に落下し、子供が飲んでしまう
恐れがあるなどの問題点がある。
【０００６】
　容器に異種物質を貯蔵する別の空間が備えた他の構造は、既存の容器の首には適用でき
ない問題点が内在している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　詳述した従来技術の問題点で、本発明の目的は、容器に基本物質と容易に混合される異
種物質を含む、作動部非分離形の貯蔵空間を備える受容装置を提供することである。
【０００８】
　本発明の他の目的は、貯蔵空間と容器の開放作動と同時に便利に適用されることができ
る作動部を備えた受容装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するために、本発明によれば、容器に受容された物質と異なる異種物質
を含み、容器の首に設ける受容装置は、異種物質を貯蔵する貯蔵空間を備えた受容部を有
する本体と、貯蔵空間の下部開閉孔を開いて、受容部の貯蔵空間の異種物質が容器内に受
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容された基本物質と混合させることができる作動部とを含むことを特徴とする。
【００１０】
　前記作動部は基本物質と異種物質の混合物が排出される通路の方向に備える。
【００１１】
　前記下部開閉孔は作動部の下部密閉部により密閉されて、そして作動部が上向される時
には開いて、異種物質が容器内の基本物質に排出されることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の好ましい実施形態を添付した図面を参照して説明する。以下の説明で、
同一の参照符号は各々の異なる図面で同一の要素に使用され、同一の参照符号についての
重複説明は省略した。
【００１３】
　図１は本発明の望ましい一つの実施形態を示す図面である。本発明の受容装置１は、例
えば、飲料水用の瓶のような容器１００にスクリュー方式や、ワンタッチ方式、接着など
の方法により分離可能に結合される。
【００１４】
　前記受容装置は、貯蔵空間２１を備えた受容部２０と下部開閉孔２２を有し、組立や一
体成形により形成された本体１０を含む。前記受容装置には口部１１と上部密閉孔を備え
ている。前記口部１１には受容部２０の下部開閉孔２２を気密にする作動部３０が備えら
れている。
【００１５】
　前記作動部３０は回転方式や昇降方式により開放位置で上方に動くことができ、図１で
は回転方式に開放される作動部を示している。前記作動部３０の内面には係合用の敷居１
３を備えており、口部１１には係合用の敷居３１を備えており、作動部３０の上方への動
きを制限している。
【００１６】
　前記作動部３０は延長部３４を有し、その延長部３４の上部密閉部３２と下部密閉部３
５が上部開閉孔１２および下部開閉孔２２の対応する内面に密閉接触して、作動部３０が
本体１０に組み立てられるときに、受容部２０に入れられた物質が容器と気密にされるよ
うにする。
【００１７】
　穿孔部３３が上部密閉部３２の下部に形成されて、穿孔部３３を通じて貯蔵空間２１に
内容物を入れた後、前記穿孔部３３を別の栓４０またはアルミニウム薄板で気密にされ得
る。
【００１８】
　また、前記作動部３０が上方に移動するときに、貯蔵空間２１と外部とを連通するため
に上部密閉部３２の上側に排出孔３６を形成することができる。使用者が作動部３０を本
体の上に上方に移動すると、上部密閉部３２と下部密閉部３５とが、各々上部開閉孔１２
および下部開閉孔２２から離脱して、貯蔵空間２１内の物質が容器の内部に落下されて他
の物質と混合される。この時、使用者が容器１００を一方に傾いて加圧すると、混合物が
下部開閉孔２２と排出孔３６を通じて排出されるものである。
【００１９】
　図２の第二実施形態では、上部密閉部３２が図１の上部密閉部と異なって、上部密閉部
が別の栓４０無しに全体的に塞がる形状をしている。前記上部密閉部が上方に移動して上
部開閉孔１２から離脱すると、外部と貯蔵空間２１が排出孔３６を通じて連通される。
【００２０】
　この実施形態の受容装置では、下部開閉孔２２を通じて受容部２０に内容物を入れ、下
部開閉孔は下部密閉部により締め切り処理される。図３の実施形態では、下部開閉孔２２
を塞ぐ延長部３４を円筒形に形成する。図４の実施形態では、下部開閉孔２２を塞ぐ下部
密閉部３５の下部に薄板形のシール部材を有する。前記シール部材は、延長部３４共に作
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動部３０が上向されると、破壊されて貯蔵空間２１に入れた内容物が容器の内部に落下さ
れる。図５の実施形態では、下部開閉孔２２を塞ぐ組立式形態の下部密閉部を有し、作動
部３０に衛生のために覆い５０が組み立てられる。図６の実施形態では、受容部が本体１
０と一体形に形成される。図７の実施形態では、栓４０が円筒形に形成される。図８の実
施形態では、受容部が本体１０と一体形として形成され、作動部３０に衛生のために覆い
が組み立てられることができる。図９の実施形態では、下部開閉孔２２を別途の円筒形部
材として形成された下部密閉部３５により気密させ、延長部３４に連結される。この実施
形態では、作動部３０が上向に持ち上げられると、下部密閉部３５も共に上がって同時に
排出孔が開放される。図１０の実施形態では、上部に長く延長された密閉突起１４が連結
部１５によって本体１０に連結されている。前記密閉突起１４を中心に作動部３０が組み
立てられるために、延長部３４の側壁に空間３７に縦軸に形成されるべきである。また、
作動部３０が一定以上は上向されないように、突起３８が延長部３４の側壁に形成される
。図１１の実施形態では、下部密閉部３５の多様な変形例と延長部３４での組み立てられ
る形態を示している。図１２の実施形態では、下部密閉部３５の多様な変形の例を示すも
のである。図１３の実施形態では、作動部３０に形成されたスカート３９を除去した後、
作動部３０を圧迫すると、下部密閉部３５が開くように構成されている。図１４実施形態
では、下部密閉部３５が作動部３０に直接組み立てられて作動部３０と共に上下移動する
ように構成されている。前記下部密閉部は下部に延長されて下部開閉孔２２を塞いでおり
、下部開閉孔は作動部３０と下部密閉部が上向される動きに沿って開くようになる。前記
作動部３０は持ち上げられる方式または回転する方式を用いることができる。
【００２１】
　また、前記下部密閉部３５を一定以上に上がらないように、作動部３０の外部に掛かり
敷居３１を形成したり、または下部密閉部３５に掛かり敷居Ａを形成することができる。
【００２２】
　そして、前記下部密閉部３５は作動部３０に差し込まれる方式に組み立てられた後、分
離されなくて上下開閉され得る形式を有する。
【００２３】
　また、前記作動部３０が回転方式に開放されても、下部密閉部３５は作動部に垂直に上
下移動するために、下部密閉部３５は作動部３０で差し込まれる方式に結合されるのであ
る。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
　上記に説明したように、本発明の受容装置は、容器内に受容された水、飲み物または他
の液体と混合される濃縮液または顆粒の二つの異種物質の混合が容易、かつ便利になる。
　そして、医療、製薬、化粧品等の多様な産業分野で有効に用いられることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第一実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図２】本発明の第二実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図３】本発明の第三実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図４】本発明の第四実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図５】本発明のいろいろな実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図６】本発明のいろいろな実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図７】本発明のいろいろな実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図８】本発明のいろいろな実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図９】本発明のいろいろな実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図１０】本発明のいろいろな実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図１１】本発明のいろいろな実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図１２】本発明のいろいろな実施形態による受容装置の縦断面図である。
【図１３】本発明のいろいろな実施形態による受容装置の縦断面図である。
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【図１４】本発明のいろいろな実施形態による受容装置の縦断面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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